
群馬県立小児医療センターにおける公的研究費の使用に関する不正防止計画

平成３０年３月１日策定

群馬県立小児医療センター

群馬県立小児医療センター（以下「センター」という。）における研究活動に費消する

公的研究費の運営及び管理の適正化を図るため、群馬県立小児医療センターにおける公

的研究費の適正な取扱いに関する要綱（平成３０年３月１日施行。以下「研究費取扱要

綱」という。）第４条の規定に基づき、以下のとおり不正防止計画を策定し実施する。

１．関係者の意識向上に向けた取組

公的研究費の運営及び管理に関わる全ての職員等（非常勤を含む。以下同じ。）に

対して、関係例規、センターの不正対策に関するルール等を周知するとともに、コ

ンプライアンス（法令遵守）の徹底を図るため、定期的に説明会や研修会等を開催

する。

２．関係者のルールの遵守

公的研究費の運営及び管理に関わる全ての職員等から、関係例規、センターの不

正対策に関するルール等を遵守する旨等の誓約書を提出させる。

３．内部監査体制の強化

公的研究費の適正な管理を行うため、内部監査部門による監査におけるモニタリ

ング及びコンプライアンス推進責任者による機関全体の視点からのモニタリングを

実施することにより、監査体制の強化を図る。

４．不正発生要因に対応した個別事項

（１）発注及び検収方法の徹底

公的研究費の執行による物品等の発注及び検収は例外的な取扱いが必要と認めら

れる場合を除き、群馬県病院局財務規程その他群馬県病院局の定める関係規程に準

じて、以下のとおり公的研究費支出担当事務職員が実施することをセンター内の職

員等に周知徹底するとともに、発注が特定の取引業者等に偏らないよう配慮する。

①物品等の購入は、研究者からの依頼を受け担当事務職員が取引業者等へ発注す

る。

②公的研究費の執行によりセンターに納入される全ての物品は、担当事務職員が

検収を実施する。

③特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ作成、機器の保守

・点検など）に関する検収については、実際に成果物を使用する職員の協力を得

て、担当事務職員が実施する。

④特殊な役務による有形の成果物がある場合、成果物及び完了報告書等の履行が確

認できる書類により検収を行うとともに、必要に応じ、抽出による事後チェック

などを含め、仕様書、作業工程などの詳細を知識を有する職員の協力を得て確認



する。

⑤機器の保守・点検など成果物のない場合、担当事務職員が立ち会い等による現場

確認を行う。

（２）出張旅費の事実確認

公的研究費の執行により旅行を行った場合には、出張報告書（復命書）の提出を

もって事実確認を行う。その際、以下に掲げる用務内容により資料等証拠書類の添

付を徹底する。

①学会出席等の用務である場合、大会要旨や当日配布される資料の一部等を添付

する。

②研究打合せ等の用務である場合は、原則として出張報告書に打合せの相手方の

所属・氏名等及び打合せ内容の概要等を明記する。

③その他旅費事務の手引に従い、出張旅費に係る証拠書類を提出する。

（３）人件費・謝金の事実確認

公的研究費から人件費・謝金を執行する場合、以下により事実確認を行う。

①研究者の業務依頼に基づく作業従事者（以下「従事者」という。）は、当日の業

務実施の都度、所定の出勤表に業務内容及び勤務時間を記入し押印の上、研究

者の確認を得る。なお、原則として出勤表は事務局で管理する。

②従事者は、業務終了後（長時間に及ぶ場合は当月分終了後）、速やかに出勤表に

押印し、研究者の確認印を受けた上で事務局へ提出する。

③当該業務がセンター外において実施される場合には、業務終了後、研究者は当

該業務に係る配布資料等関係書類又は日時の確認できる作業風景が記録された

資料等を提出する。

（４）その他公的研究費支出の事実確認

①業務委託等による全ての成果物は、基本的に公的研究費支出担当事務職員が検

収を実施する。

②切手等通信費を執行する場合、使用目的、郵送先及び郵送物等を支出依頼票に

明記し、受払簿等をもって管理することで過不足のないことを確認する。

③学会参加費等を執行する場合、出席証明書等の証拠書類を提出する。

５．計画的な予算執行

予算の執行が特定の時期に偏らないよう、計画的な執行を徹底する。

また、予算執行が当初計画に比較して著しく遅れていると判断される場合には、

研究計画の遂行に問題がないか、研究者へのヒアリング等を通して把握し必要に応

じて対処する。

６．公的研究費の不正使用に関する通報を受け付ける体制整備

センターにおける公的研究費の不正使用に関する通報については、研究費取扱要

綱第８条に基づく通報窓口が対応するものとし、適正に取り扱う。



７．不正防止計画の点検及び見直し

公的研究費の不正使用防止のため、不正防止計画推進部署を中心に、不正を発生

させる要因の把握とその分析・検証を進めるとともに、他の研究機関における取組

等も参考にしつつ、本防止計画について不断の見直しを継続して行う。


